
1 

 

令和２年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要について 

 

 国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要について、ご説明します。 

 「⑵ア 資料５」北本市行政報告書と、「⑵ア 資料６」北本市歳入歳出決算書の説明をさせ

ていただきます。 

なお、本文途中より、行政報告書は「行」、決算書は「決」と省略系で標記しておりますの

で、ご了承願います。 

 

 「⑵ア資料５」行政報告書の３４６ページと３４７ページをご覧ください。 

 歳入決算額（収入済額）は、６５億４，９５３万１，０７０円です。 

 歳出決算額（支出済額）は、６３億２，８１１万７，１４５円です。 

歳入歳出差引額、２億２，１４１万３，９２５円は、決算剰余金として令和３年度に繰り越

します。 

 

行政報告書の３４６ページの収入済額をご覧ください。決算の主な内容について申し上げま

す。 

歳入につきましては、県支出金が４６億３２８万８，７５６円で、歳入全体の７０．３％を

占め、次いで国民健康保険税が１３億７，０８８万８，１９６円で２０．９％、繰入金が３億

２，７４３万６，７３９円、５％の順となっております。 

続きまして、３４７ページの支出済額をご覧ください。 

歳出につきましては、保険給付費が４５億３７７万５，６７６円で、歳入全体の７１．２％

を占め次いで国民健康保険事業費納付金が１５億３，５３５万５，８３８円で.２４．３％の

順となっています。 

 

行政報告書の３４８ページの増減状況をご覧ください。 

昨年度と比較して歳入決算額は、１億８，９６２万２，１７０円、２．８％の減となってい

ます。これは、県支出金と繰入金が減少したことによるものです。 

 

行政報告書の３４９ページの増減状況をご覧ください。 

歳出決算額は、昨年度と比較して２億４，５９６万１，７４５円、３．７％の減となってい

ます。保険給付費、国民健康保険事業費納付金の減少によるものです。 

 

続きまして、行政報告書と決算書により主な歳入と歳出に分けましてご説明いたします。 

【歳入】 

１款 国民健康保険税 １項 国民健康保険税【行 353ページ・決 1ページ】 

１，３７０，８８８，１９６円 

⑵ア 資料４ 取扱注意 
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国民健康保険税につきましては、「北本市国民健康保険税条例」に基づいて賦課徴収を行っ

ています。 

  国民健康保険税の収入済額は、１３億７，０８８万８，１９６円で、前年度と比較すると、

５，３０９万９，９８８円、４．０％の増となっています。 

これは保険税率の改定によるものです。 

 

３款 国庫支出金 １項 国庫補助金【行 356ページ・決 3ページ】 

 １１，３８９，０００円 

収入済額は、１，１３８万９，０００円です。 

内容としましては、これは、「社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱」に基

づき交付された補助金が１３７万５，０００円、「災害等臨時特例補助金交付要綱」に基づき

新型コロナウイルス感染症対応分として交付された補助金１，００１万４，０００円となって

います。 

 前年度と比較しますと、７８１万４，０００円、２１８．６％の増となっています。 

 主な要因としましては、災害等臨時特例補助金が増額になったことによるものです。 

     

４款 県支出金 １項 県補助金 １目保険給付費等交付金【行 356ページ・決 3ページ】 

 ４，６０３，２８８，７５６円 

  収入済額は、４６億３２８万８，７５６円です。この保険給付費等交付金は、国民健康保険

法第７５条の２に基づき、埼玉県から療養給付費に要する費用、その他の国民健康保険事業に

要する費用について交付されたものです。 

 前年度と比較しますと、２億４，８６８万４，３３３円、５．１％の減となっています。 

 主な要因としましては、保険給付費等交付金の減少によるものです。 

 この保険給付費等交付金は、保険給付費に要した費用の全額が交付される普通交付金が４５

億５２万３，７５６円、市町村の取組に応じて交付される努力支援交付金等の特別交付金が

１億２７６万５，０００円となっております。 

 

６款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目一般会計繰入金【行 357ページ・決Ｐ4ページ】 

 ３２１，７５１，７３９円 

  収入済額３億２，１７５万１，７３９円は、職員給与費等繰入金、出産育児一時金繰入金、

保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金の一般会計からの法定繰入分です。 

 前年度と比較しますと、６９万４，０１４円、０．２％の増となっています。 

主な理由は、保険基盤安定金繰入金が１，０９８万４，７３３円、６．４％の増となってい

ることによるものです。 

 

６款 繰入金 ２項 基金繰入金 ２目 基金繰入金【行 357ページ・決 5ページ】 

 ５，６８５，０００円 

  収入済額 ５６８万５，０００円です。これは、「国民健康保険財政調整基金」からの繰入

金です。 

 前年度と比較すると、２，３９４万３，０００円、８０．８％の減となっています。 
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 これは、歳入歳出の均衡を保つため基金から繰り入れたことによるものです。    

 

７款 繰越金 １項 繰越金 １目 他繰越金【行 358ページ・決 5ページ】 

 １６５，０７４，３５０円 

収入済額は、１億６，５０７万４，３５０円です。 

前年度と比較しますと、３２８万５，６７６円、２%の増となっています。この主な原因

は、前年度の決算剰余金が増額したことによるものです。 

 

８款 諸収入 ２項 雑入【行 358ページ・決 7ページ】 

 ２６，６３７，７３５円 

収入済額は、２，６６３万７，７３５円です。これは、一般被保険者や退職被保険者が交通

事故等により、保険会社等から支払われた第三者納付金と資格喪失後における給付や医療機関

の過誤等により返還を受け入れた返納金等です。 

前年度と比較しますと、１，５０４万５，９０４円、１２９．８％の増となっています。 

  この主な原因は、一般被保険者の交通事故等による求償額が増加したことによるものです。 

 

続きまして、令和２年度決算の主な歳出について説明します。 

【歳出】 

 １款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費【国民健康保険業務経費】 

【行 359ページ・決 10ページ】 

 １９，５６８，００６円 

  決算額は、１，９５６万８，０００円です。この経費は、国民健康保険業務を運営するため

に必要な電算委託料や、被保険者証等の郵送料等に要した経費です。 

前年度と比較しますと、２３８万４４１円、１０．８％の減となっています。 

この主な原因は、電算処理業務委託料が減額したことによるものです。 

 

１款 総務費 ２項 徴税費 １目 賦課徴収費【賦課業務経費】 

【行 361ページ・決 11ページ】 

 ２，４２７，６８５円 

  決算額は、２４２万７，６８５円です。この経費は、国民健康保険税の納税通知書の作成及

び送付、電算業務委託料等に要した経費です。 

前年度と比較しますと、１９万９，０００円、８．９％の増となっています。 

この主な原因は、納税通知書の郵送料に係る費用が増額したためです。 

 

２款 保険給付費 １項 療養諸費 １目 一般被保険者療養給付費 

【一般被保険者療養給付事業経費】【行 362ページ・決 13ページ】 

３，８８５，０８２，５４７円 

決算額は、３８億８，５０８万２，５４７円です。この経費は、一般被保険者が病気やけが

のため、入院や通院、歯の治療、薬剤の支給、看護などの医療に対し療養給付したものです。 

前年度と比較しますと、２億３，７８１万２，６４２円、５．８％の減となっています。 
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この主な原因は、一人当たり費用額が減少したことによるものです。 

 

２款 保険給付費 １項 療養諸費 ３目 一般被保険者療養費 

【一般被保険者療養費支給事業経費】【行 363ページ・決 13ページ】 

 ４０，４２０，２３９円 

  決算額は、４，０４２万２３９円です。この経費は、一般被保険者が病気やけがのため、自

費で治療を受けた費用などのうち、保険者が負担すべき費用を事後、保険給付した経費です。 

前年度と比較しますと、２１０万８，３２８円、５．０％の減となっています。 

この主な原因は、一人当たりの費用額が減少したことによるものです。 

  

２款 保険給付費 １項 療養諸費 ５目 審査手数料【審査支払手数料事業経費】 

【行 363ページ・決 14ページ】 

 １０，８５７，９９１円 

  決算額は、１，０８５万７，９９１円です。この経費は診療報酬明細書の審査支払いに係る

業務委託経費です。 

前年度と比較しまして、２９７万２，７６７円、３７．７％の増となっています。 

 

２款 保険給付費 ２項 高額療養費 １目 一般被保険者高額療養費 

【一般被保険者高額療養費支給事業経費】【行 364ページ・決 15ページ】 

 ５４７，７０８，６０２円 

  決算額は、５億４，７７０万８，６０２円です。この経費は、一般被保険者の一部負担金が

同一月内に一定限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として給付した経費です。 

前年度と比較しますと、１，０５１万４，４５３円、１．９％の減となっています。 

この主な原因は、高額療養費支給件数が減少したことによるものです。 

 

２款 保険給付費 ４項 出産育児諸費 １目 出産育児一時金 

【出産育児一時金支給事業経費】【行 365ページ・決 16 ページ】 

１４，３５５，２３０円 

  決算額は、１，４３５万５，２３０円です。この経費は被保険者が出産した際に、出産育児

一時金として給付した経費です。産科医療補償制度に加入した分娩機関で出産した場合、４２

万円を支給しています。また、保険者から医療機関への直接支払い制度を開始し、負担軽減を

図っています。 

 前年度と比較しますと、４５１万２，７４０円、２３．９％の減となっています。 

この主な原因は、支給件数の減少によるものです。 

 

２款 保険給付費 ５項 葬祭諸費 １目 葬祭費【葬祭費支給事業経費】 

【行 365ページ・決 17ページ】 

 ４，８００，０００円 

  決算額は、４８０万円です。この経費は、被保険者が死亡した際に、葬祭を執行した者に

葬祭費として５万円を給付した経費です。 
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前年度と比較しますと、６０万円、１１．１%の減となっています。 

主な理由は、支給件数の減少によるものです。 

 

３款 国民健康保険事業費納付金 １項 医療給付費分 １目 一般被保険者医療給付費分  

【一般被保険者医療給付費分納付事業経費】 【行 366ページ・決 18ページ】 

１，０１５，０５４，３０９円 

決算額は、１０億１，５０５万４，３０９円です。県に納付する国保事業費納付金のうちの一

般被保険者分の医療給付費分です。 

 前年度と比較しますと、６，６６１万３，９７６円、６．２％の減となっています。 

 県の納付金が減額になったことによるものです。 

  

３款 国民健康保険事業費納付金 ２項 後期高齢者支援金等分 

１目 一般被保険者後期高齢者支援金等分  

【一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業経費】 【行 367ページ・決 19ページ】 

 ３９５，９６６，５４５円 

決算額は、３億９，５９６万６，５４５円です。県に納付する国保事業費納付金のうちの一般

被保険者分の後期高齢者支援金等分です。 

 前年度と比較しますと、３１８万２，２９３円、０．８％の減となっています。 

 この主な理由は、県の納付金が減額になったことによるものです。 

 

３款 国民健康保険事業費納付金 ３項 介護納付金分 １目 介護納付金分 

【介護納付金分納付事業経費】 【行 367ページ・決 20 ページ】 

 １２４，２４１，９６７円 

決算額は、１億２，４２４万１，９６７円です。 

県に納付する国保事業費納付金のうち介護保険の第２号被保険者に係る介護納付金分です。

（一般、退職分で分けていないが、退職分も含まれている。介護保険の第１号被保険者は６５

歳以上、第２号被保険者は４０歳から６４歳までの医療保険加入者） 

前年度と比較しますと、６０２万８，８８２円、５．１％の増となっています。 

この主な理由は、県への納付金額が増額になったことによるものです。 

 

５款 保健事業費 １項 保健事業費 １目 疾病予防費【疾病予防事業経費】 

【行 368ページ・決 21ページ】 

 １４，０２５，７８５円 

  決算額は、１，４０２万５，７８５円です。この主な経費は、被保険者自らが健康を守る

ために必要な知識を高め、医療費の節減を図ることを目的に、教室等の実施や医療費通知の

発送、人間ドック検診補助事業、糖尿病性腎症重症化予防事業に要した経費です。 

 前年度と比較しますと、５６６万６，０７５円、２８．８％の減となっています。 

  この主な原因は、人間ドック健診補助金が２４８万１，９５２円、糖尿病性腎症重症化予

防共同事業負担金が１９４万５，８０１円減額したことによるものです。 
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５款 保健事業費 ２項 特定健康診査等事業費 １目 特定健康診査等事業費 

【特定健康診査等事業費】【行 369ページ・決 22ページ】 

 ５０，６２１，６９７円 

  決算額は、５，０６２万１，６９７円です。この経費は、メタボリックシンドロームのリ

スクが高い対象者を早期に発見し、生活習慣の改善により、発症と重度化の抑制を図り、医

療費の削減に結びつけるために特定健康診査・特定保健指導を行った経費です。 

前年度と比較しますと、２７７万８１３円、５．２％の減となっています。 

この主な原因は、特定健診等委託料が減額したことによるものです。 

 

６款 基金積立金 １項 基金積立金 １目 国民健康保険財政調整基金積立金 

【国民健康保険財政調整基金積立金事業経費】 【行 370ページ・決 23ページ】 

 ８９，７８０，７４１円 

  決算額は、８，９７８万７４１円です。これは、国民健康保険税の年度間の平準化を図るた

め設置している財政調整基金に積み立てを行ったものです。 

  前年度と比較すると、８，９５０万９，１７５円、３２，８３９.４％の増となっていま

す。 

 主な原因としましては、基金からの繰入金が減少したことによるものです。 

 

８款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 １目 一般被保険者保険税還付金 

 【一般被保険者保険税還付事業経費】【行 370ページ・決 24ページ】 

 ８，２７２，８１９円 

  決算額は、８２７万２，８１９円です。この経費は、一般被保険者の保険税について、過誤

納金が生じたために市税条例施行規則に基づき還付したものです。 

前年度と比較しますと、４５８万９，８３８円、３５．７％の減となっています。 

主な理由としましては、還付人数が減少したことによるものです。 

 

８款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 ５目 保険給付費等交付金償還金 

【保険給付費等償還金】【行 371ページ・決 26ページ】 

 ２４，４３６，７１５円 

  決算額は、２，４４３万６，７１５円です。この経費は、令和元年度の保険給付費等交付金

の清算による返納に要した経費です。 

 


